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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイヤ内表面に離型剤を塗布した状態で加硫された空気入りタイヤにおいて、前記離型
剤が付着したタイヤ内表面に厚さが０．０２ｍｍ～１．０ｍｍのラテックスの乾燥皮膜を
形成し、該ラテックスの乾燥皮膜に吸音材を貼り付けた空気入りタイヤ。
【請求項２】
　前記ラテックスが接着性を有し、前記吸音材をラテックスの乾燥皮膜に直接接着した請
求項１に記載の空気入りタイヤ。
【請求項３】
　タイヤ内表面に離型剤を塗布した状態で加硫された空気入りタイヤの内側にラテックス
を流し込み、そのタイヤを回転させながら前記ラテックスを乾燥させることにより、前記
離型剤が付着したタイヤ内表面に厚さが０．０２ｍｍ～１．０ｍｍのラテックスの乾燥皮
膜を形成し、該ラテックスの乾燥皮膜に吸音材を貼り付ける工程を有する空気入りタイヤ
の製造方法。
【請求項４】
　前記ラテックスが接着性を有し、前記吸音材をラテックスの乾燥皮膜に直接接着した請
求項３に記載の空気入りタイヤの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、タイヤ内表面に吸音材を配置した空気入りタイヤ及びその製造方法に関し、
さらに詳しくは、吸音材の接着性を改善すると共に、生産性を向上することを可能にした
空気入りタイヤ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、空気入りタイヤにおいて、タイヤ内部に充填された空気の振動に起因する空洞共
鳴音が問題視されている。この空洞共鳴音は、タイヤを転動させたときにトレッド部が路
面の凹凸によって振動し、トレッド部の振動がタイヤ内部の空気を振動させることによっ
て生じるのである。このような空洞共鳴音を低減する手法として、タイヤ内表面に吸音材
を貼り付けることが提案されている（例えば、特許文献１及び特許文献２参照）。
【０００３】
　しかしながら、通常、空気入りタイヤはブラダーが当接するタイヤ内表面に離型剤を塗
布した状態で加硫されるため、加硫後においてタイヤ内表面には離型剤が付着している。
そのため、加硫後のタイヤ内表面に吸音材を貼り付ける場合、吸音材の接着性を確保する
ためにタイヤ内表面から離型剤を除去することが必要であり、その離型剤の除去作業が空
気入りタイヤの生産性を低下させるという問題がある。
【特許文献１】特開昭６３－２９１７０８号公報
【特許文献２】特開２００３－６３２０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、吸音材の接着性を改善すると共に、生産性を向上することを可能にし
た空気入りタイヤ及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を解決するための本発明の空気入りタイヤは、タイヤ内表面に離型剤を塗布し
た状態で加硫された空気入りタイヤにおいて、前記離型剤が付着したタイヤ内表面に厚さ
が０．０２ｍｍ～１．０ｍｍのラテックスの乾燥皮膜を形成し、該ラテックスの乾燥皮膜
に吸音材を貼り付けたことを特徴とするものである。
【０００６】
　一方、上記目的を解決するための本発明の空気入りタイヤの製造方法は、タイヤ内表面
に離型剤を塗布した状態で加硫された空気入りタイヤの内側にラテックスを流し込み、そ
のタイヤを回転させながら前記ラテックスを乾燥させることにより、前記離型剤が付着し
たタイヤ内表面に厚さが０．０２ｍｍ～１．０ｍｍのラテックスの乾燥皮膜を形成し、該
ラテックスの乾燥皮膜に吸音材を貼り付ける工程を有することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明では、タイヤ内表面に離型剤を塗布した状態で加硫された空気入りタイヤに吸音
材を付加するにあたって、離型剤を除去することなくタイヤ内表面にラテックスの乾燥皮
膜を形成する。ラテックスの乾燥皮膜は、液状のラテックスをタイヤ内面に塗布し、これ
を乾燥させることで簡単に得られるが、その際に離型剤を除去しなくてもタイヤ内面に対
して良好な接着状態となる。そのため、タイヤ内表面に形成されたラテックスの乾燥皮膜
に対して吸音材を貼り付けることにより、吸音材の接着性を改善すると共に、空気入りタ
イヤの生産性を向上することができる。特に、ラテックスの乾燥皮膜は、空気入りタイヤ
の内側にラテックスを流し込み、そのタイヤを回転させながらラテックスを乾燥させるこ
とで、最も効率良く形成することができる。
【０００８】
　本発明において、過度の重量増加を伴うことなく吸音材の接着状態を良好に維持するた
めに、ラテックスの乾燥皮膜の厚さは０．０２ｍｍ～１．０ｍｍとする。ラテックスとし
て接着性を有するものを用いた場合、吸音材をラテックスの乾燥皮膜に直接接着すること



(3) JP 4428107 B2 2010.3.10

10

20

30

40

が可能になる。この場合、ラテックスの乾燥皮膜と吸音材との間に他の接着剤を用いる必
要がない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の構成について添付の図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１０】
  図１は本発明の実施形態からなる空気入りタイヤを示し、図２は本発明の実施形態から
なる空気入りタイヤから吸音材を取り除いた状態を示すものである。図１及び図２におい
て、１はトレッド部、２はサイドウォール部、３はビード部である。
【００１１】
　上記空気入りタイヤにおいて、タイヤ内表面４にはラテックスの乾燥皮膜５が形成され
ている。このラテックスの乾燥皮膜５はトレッド部１に対応する領域でタイヤ全周にわた
って形成されている。そして、ラテックスの乾燥皮膜５に対して吸音材６がタイヤ全周に
わたって貼り付けられている。
【００１２】
　次に、上記空気入りタイヤの製造方法について説明する。図３（ａ）～（ｃ）は本発明
の空気入りタイヤの製造方法を概略的に示すものである。この空気入りタイヤは、タイヤ
内表面４に離型剤（不図示）を塗布した状態で加硫されたものである。加硫後、図３（ａ
）に示すように、タイヤ内表面４から離型剤を取り除くことなく、空気入りタイヤの内側
に流動性を任意に調整したラテックス（コロイド状分散液）５ａを流し込む。そして、タ
イヤ回転軸を水平方向に配置した状態で、そのタイヤを回転させながらラテックス５ａを
乾燥させる。これにより、図３（ｂ）に示すように、タイヤ内表面４に均一な厚さを有す
るラテックスの乾燥皮膜５を形成する。
【００１３】
　乾燥皮膜５の幅Ｗは、貼り付ける吸音材６に応じて任意に設定されるが、ラテックスの
流し込みにより乾燥皮膜５が形成されるため、現実的にはベルト幅の７５％～１５０％（
弧長）である。また、乾燥皮膜５の厚さは０．０２ｍｍ～１．０ｍｍの範囲にする。この
乾燥皮膜５の厚さが０．０２ｍｍ未満であると乾燥皮膜５の強度が不十分になり、逆に１
．０ｍｍを超えると重量増加が過度になる。
【００１４】
　ラテックスの乾燥皮膜５を形成した後、図３（ｃ）に示すように、乾燥皮膜５に対して
吸音材６を貼り付ける。このとき、吸音材６をラテックスとは別の接着剤を用いて乾燥皮
膜５に貼り付けることが可能であるが、接着性を有するラテックスを用いた場合、吸音材
６を乾燥皮膜５に対して直接接着することができる。この場合、ラテックスが完全に乾燥
する前に乾燥皮膜５に対して吸音材６を接着すれば良い。
【００１５】
　乾燥皮膜５に用いるラテックスの種類は特に限定されるものではないが、タイヤとの接
着性を考慮すると、クロロプレンゴムのラテックスが好ましい。また、接着性を有するラ
テックスとして、例えば、天然ゴム（ＮＲ）のラテックスを挙げることができる。接着性
を有するラテックス（常温加硫タイプ）の配合例を表１に示す。ラテックスには、他の成
分として、分散剤、クリーミング剤、安定剤等を適宜添加しても良い。
【００１６】
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【表１】

【００１７】
　一方、吸音材６の材質は特に限定されるものではないが、密度５～７０ｋｇ／ｍ3 の多
孔質材を用いると良い。多孔質材としては、樹脂の発泡体を用いることができ、特に発泡
ポリウレタンフォームを用いることが好ましい。
【００１８】
　上述のようにタイヤ内表面４に離型剤を塗布した状態で加硫された空気入りタイヤに吸
音材６を付加するにあたって、離型剤を除去することなくタイヤ内表面４にラテックスの
乾燥皮膜５を形成し、該ラテックスの乾燥皮膜５に対して吸音材６を貼り付けるので、吸
音材６の接着性を改善し、しかも空気入りタイヤの生産性を向上することができる。
【実施例】
【００１９】
　タイヤサイズ２１５／６０Ｒ１６の空気入りタイヤにおいて、吸音材の接着条件だけを
異ならせた従来例、比較例１～２及び実施例１～２のタイヤをそれぞれ製作した。吸音材
には、幅１６０ｍｍ、厚さ１０ｍｍ、密度３０ｋｇ／ｍ3 の発泡ウレタンフォームを使用
し、この発泡ウレタンフォームをタイヤ全周にわたってトレッド部におけるタイヤ内表面
に配置した。
【００２０】
　従来例では、加硫時の離型剤が付着したままでタイヤ内表面に吸音材を貼り付けようと
したが、結果的に吸音材が接着しなかった。比較例１では、タイヤ内表面の離型剤を水で
洗浄した後、ゴム系接着剤を用いてタイヤ内表面に吸音材を貼り付けた。比較例２では、
加硫前にタイヤ内面にセロファンフィルムを貼り付けておき、加硫後に該セロファンフィ
ルムを剥がし、その位置にゴム系接着剤を用いて吸音材を貼り付けた。
【００２１】
　実施例１では、タイヤ内表面から離型剤を取り除くことなくタイヤの内側に表１に示す
配合を有する天然ゴムのラテックスを流し込み、そのタイヤを回転させながらラテックス
を乾燥させることにより、タイヤ内表面に厚さ１．０ｍｍの皮膜を形成し、これを２４時
間乾燥させた後、その乾燥皮膜に吸音材を貼り付けた。実施例２では、タイヤ内表面から
離型剤を取り除くことなくタイヤの内側に表１に示す配合を有する天然ゴムのラテックス
を流し込み、そのタイヤを回転させながらラテックスを乾燥させることにより、タイヤ内
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表面に厚さ１．０ｍｍの皮膜を形成し、皮膜が完成してから２時間以内に、同ラテックス
が塗布された吸音材を皮膜に貼り付け、これを２４時間乾燥させた。
【００２２】
　これら比較例１～２及び実施例１～２のタイヤについて、耐久試験を実施し、その耐久
性を評価した。即ち、ドラム径１７０７ｍｍの室内ドラム試験機を使用し、ＪＡＴＭＡ高
速耐久性試験の空気圧、荷重、速度条件で耐久性試験を実施し、１００ｋｍ走行毎に吸音
材の接着面を確認し、吸音材に剥がれが生じた距離を計測した。評価結果は、比較例１の
測定値を１００とする指数にて示した。この指数値が大きいほど耐久性が優れていること
を意味する。その結果を表２に示す。
【００２３】
【表２】

【００２４】
　表２から判るように、実施例１～２のタイヤは、比較例１～２に比べて吸音材に関する
耐久性が優れていた。ラテックスの乾燥皮膜の形成工程は、所定の乾燥時間を要するもの
の作業自体は極めて簡単である。そのため、実施例１～２はタイヤの生産性の点でも比較
例１～２に比べて優れている。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態からなる空気入りタイヤを示す子午線断面図である。
【図２】本発明の実施形態からなる空気入りタイヤから吸音材を取り除いた状態を示す斜
視断面図である。
【図３】本発明の空気入りタイヤの製造方法を概略的に示し、（ａ）～（ｃ）は各工程の
タイヤ赤道断面図である。
【符号の説明】
【００２６】
　１　トレッド部
　２　サイドウォール部
　３　ビード部
　４　タイヤ内表面
　５　ラテックスの乾燥皮膜
　５ａ　ラテックス
　６　吸音材



(6) JP 4428107 B2 2010.3.10

【図１】

【図２】

【図３】
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